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【手続補正書】
【提出日】平成30年1月25日(2018.1.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行支援装置であって、
　当該走行支援装置を搭載した車両を自車両として、前記自車両周囲の車両と通信を行う
通信部（１０）と、
　運転者が適切に運転操作を実施可能な状態にあるか否かを判定する状態判定部（１５）
と、
　前記状態判定部により前記運転者が適切に運転操作を実施不能な状態にあると判定され
た場合に、前記自車両を緊急停車させるための退避経路を一定のアルゴリズムに基づいて
設定する経路設定部（１６：Ｓ２３，Ｓ２５）と、
　前記アルゴリズムの実行のために必要な各種情報を取得する情報取得部（１１，１２，
１３）と、
　前記経路設定部が設定した退避経路に従って、前記自車両を緊急停車させる退避走行を
実施する退避制御部（１７）と、
　前記自車両が前記退避走行を実施する旨の情報を、前記通信部を介して周囲の車両に送
信する情報送信部（１６：Ｓ９）と、
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　を備え、
　前記通信部を介して、前記自車両の退避走行を誘導する旨の情報を周囲の車両から受信
した場合、前記退避制御部は、当該周囲の車両に追従走行することによって前記自車両の
退避走行を実施することを特徴とする
　走行支援装置。
【請求項２】
　前記自車両の外部に向かって光を放つ灯火を点灯又は消灯又は点滅させて、前記自車両
が前記退避走行を実施する旨周囲に知らせる灯火系制御部（１６：Ｓ１７）を、
　更に備えた請求項１に記載の走行支援装置。
【請求項３】
　前記退避走行を実施する旨の情報は、前記経路設定部が設定した退避経路の情報を含む
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の走行支援装置。
【請求項４】
　走行支援装置であって、
　当該走行支援装置を搭載した車両を自車両として、前記自車両周囲の車両と通信を行う
通信部（１０）と、
　設定された退避経路に従って緊急停車する走行を退避走行として、前記通信部を介して
、退避走行を実施する旨の情報を周囲の車両から受信した場合、前記退避走行を実施する
車両を退避車両として、前記退避車両による退避走行を前記自車両が妨げるのが抑制され
るように前記自車両に対して走行方法を指示する走行指示部（１９：Ｓ６５，Ｓ６７，Ｓ
６９，Ｓ７３，Ｓ７５）と、
　を備え、
　前記自車両が前記退避車両の前方直近を走行している場合、前記走行指示部（１９：Ｓ
６９，Ｓ７３）は、前記退避車両を誘導する走行を指示することを特徴とする
　走行支援装置。
【請求項５】
　前記自車両が前記退避車両の前方を走行している場合、前記走行指示部（１９：Ｓ６９
）は、前記退避車両の退避経路が経由する車線とは異なる車線への車線変更を指示するこ
とを特徴とする請求項４に記載の走行支援装置。
【請求項６】
　前記自車両が前記退避車両の後方を走行している場合、前記走行指示部（１９：Ｓ６９
）は、前記退避車両との車間距離が増加又は維持されるように減速を指示することを特徴
とする請求項４又は５に記載の走行支援装置。
【請求項７】
　前記退避車両を誘導する走行を前記自車両の運転者が了承したか否かを判断する了承判
断部（１８）と、
　前記了承判断部が前記了承した旨判断した場合、前記通信部を介して、前記自車両が前
記退避走行を誘導する旨の情報を前記退避車両に送信する了承送信部（１９：Ｓ５９）と
、
　を備えた請求項４～請求項６のいずれか１項に記載の走行支援装置。
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